
ふるさと納税に関する研究（鈴木・橋本）

─　　（　　）─16321

ふるさと納税に関する研究
―北海道下の市町村データによる分析―
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要旨　本稿の目的は，近年様々な弊害が指摘されるようになったふるさと納税の実態をあき

らかにし，その改善の方策を探るところにある。本稿では，主として北海道下の市町村デー

タを用いて，返礼品送付の現状，ふるさと納税制度が市町村財政に及ぼす影響をみた。その

結果，過疎地域を多く抱える北海道下の市町村でも，２０１５年度を対象に分析してみると，赤

字となる市町村が続出していることがわかった。２０１７年４月に総務省は返礼割合を３割以下

にすべきという新たな通知をおこなった。今回の通知のように，返礼割合のガイドラインを

決めることで，自治体間返礼品競争の過熱が抑制できれば，自治体が公益活動に使える手取

りも増えることになるだろう。
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Abstract The purpose of this paper is to clarify and to search for improvements 

to the actual situation with the hometown tax system which is pointed out its abuses.　

In this paper, we analyzed the actual situation of return offerings and the impact 

on local finances from the hometown tax system based on data from municipalities.　

As a result, we found the facts concerning defective municipalities in Hokkaido prefecture 

that have many underpopulated areas.　There areas of concern happened in succession 

in the FY ２０１５.　The Ministry of Internal Affairs and Communications issued a new 

notice that the rate of return offerings in the hometown tax system should be less 

than ３０％, in April, ２０１７.　Revenue for public benefits for municipalities will increase 

if notices like this, which establishes standards, can control heated conflict between 

municipalities.

Key words hometown tax system, municipalities’ finances, return offerings, Hokkaido 

prefecture
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第１節　は　じ　め　に

近年，ふるさと納税の受入額は，年々増加してきている。これは，マスコミの報道等に

より，自己負担を上回る価値の牛肉，米などの特産品が手に入るお得な制度であるという

認識が広まったためである。しかし，その一方で寄附をおこなった住民が居住している自

治体では税収が流出し，ふるさと納税制度による財政的なマイナスの影響が拡大している

という問題点も表面化してきている。

本稿の目的は，近年様々な弊害が指摘されるようになったふるさと納税の実態をあきら

かにし，その改善の方策を探るところにある。

まず，ふるさと納税の実態を主として北海道下の市町村データを用いて，返礼品送付の

現状をみたうえで，ふるさと納税制度が市町村財政に及ぼす影響をみる。北海道下の市町

村を取り上げた理由は，北海道下の市町村は，多くの過疎地域を抱えていること，また，

豊かな自然環境を生かして，ふるさと納税を特産品 PR に利用している団体が数多く存在

するからである。

本稿の具体的な構成は，以下の通りである。第２節では，返礼品送付の現状についてあ

きらかにする。第３節では，ふるさと納税による各自治体の収支状況について分析する。

第４節では，本稿で得られた分析結果にもとづき，ふるさと納税制度の見直しの方向性に

ついて議論する。

第２節　返礼品の直接経費と間接経費の状況

ふるさと納税の状況については，寄附金の受入状況と返礼品送付の費用を調べた総務省

「平成２８年度ふるさと納税現況調査（２０１６年６月１４日）」を利用することができる。総務省

のホームページには，各自治体のアンケートに対する回答票も PDF 形式で公開されてい

る。

表１は，北海道上士幌町の回答を抜き出したものだ。この調査では，返礼品に係る直接

経費としての調達に係る費用，送付に係る費用と，間接経費としての広報に係る費用，決

済等に係る費用，事務に係る費用，その他の費用があきらかにされている。
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そこで本稿では，直接経費と間接経費をそれぞれ次のように定義した上で求めることに

した。なお総務省の考えている返礼割合は，本稿での直接経費とちがい，送付に係る費用

は含んでいない。

返礼品送付の直接経費＝返礼品の調達に係る費用＋送付に係る費用

返礼品送付の間接経費＝合計－直接経費

さらに，以下のように直接経費率，間接経費率および，総経費率を求めることにした�。

直接経費率＝直接経費／寄附受入額

間接経費率＝間接経費／寄附受入額

総  経  費  率＝（直接経費＋間接経費）／寄附受入額

表２は，北海道下の寄附金受入額上位４０団体について，直接経費率，総経費率などをみ

たものである。この表をみると，寄附受入額は，必ずしも返礼割合で決まっているわけで

はないことがわかる。寄附受入額第１位の上士幌町の直接経費率は，３１.５％となっており，

この表のなかでは低い方である�。上士幌町は，間接経費率が２３.６％とこの表の中では も
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表１　ふるさと納税受入費用についての回答（上士幌町）
（単位：円）

２０１６年度（当初予算額）２０１５年度区　　　分

２７１,５００,０００４０３,５５０,２００返礼品の調達に係る費用

５４,３００,０００８０,７１０,０４０送付に係る費用

３,３０３,０００４,２４３,３６３広報に係る費用

１１,８１４,０００１３,６９６,８７７決済等に係る費用

（クレジットカード手数料，

金融機関の取扱い手数料等）

１４,２８２,０００１４,４６６,５２７事務に係る費用

２５８,６６３,０００３３０,４９７,０７７その他

６１３,８６２,０００８４７,１６４,０８４合計

出所：総務省「平成２８年度ふるさと納税現況調査（２０１６年６月１４日）」引用。

�　ただし，この調査での寄附受入額は，一部の団体において個人分だけでなく，法人による寄附

が含まれていることに注意が必要だ。法人による寄附を含んでいる団体の直接経費率は過小に推

計されてしまう。

�　上士幌町は，総務省の調査に対して，寄附受入額について個人分と法人分を区別できないと回

答しており，過小に推計されている可能性がある。



高くなっている�。また，札幌市は，２０１５年度時点では返礼品を送付していなかったにも

かかわらず，第３８位となっている�。
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表２　市町村別返礼品送付の直接経費，間接経費（北海道下寄附受入額上位４０団体）

総経費率
その他率

�

事務に係

る費用率

�

決済等に

係る費用

率�

広報に係

る費用率

�

間接経費率

�＋�＋

＋�＋�

送付に係

る費用率

�

返礼品の

調達に要

する費用

率�

直接経費

率

�＋�

自治体名順位

５５.１％２１.５％０.９％０.９％０.３％２３.６％５.３％２６.３％３１.５％上土幌町１

４６.０％０.１％０.５％０.９％０.０％１.６％０.０％４４.４％４４.４％根室市２

５０.１％０.０％０.５％０.９％０.０％１.４％５.３％４３.４％４８.７％網走市３

６１.５％０.１％９.０％０.９％０.０％１０.１％０.５％５１.０％５１.５％えりも町４

４４.３％０.２％０.０％０.９％０.３％１.５％０.９％４１.９％４２.８％当別町５

４５.０％０.８％０.９％０.８％０.０％２.６％５.５％３７.０％４２.５％増毛町６

５７.９％０.０％１.０％０.９％０.２％２.１％１.０％５４.７％５５.８％音更町７

５７.９％０.０％９.５％０.９％０.０％１０.４％１４.２％３３.２％４７.５％浦河町８

６９.３％０.０％０.３％０.９％０.０％１.２％１６.６％５１.５％６８.１％古平町９

３０.５％０.０％０.１％０.６％０.０％０.７％０.５％２９.２％２９.８％浦臼町１０

６９.４％１２.２％０.５％０.１％０.０％１２.７％１１.８％４４.９％５６.７％八雲町１１

５１.８％０.２％１.５％０.９％０.０％２.６％７.９％４１.３％４９.２％北竜町１２

４５.７％１３.０％０.０％０.０％０.０％１３.０％０.０％３２.７％３２.７％安平町１３

４６.９％０.０％１１.３％０.９％０.０％１２.２％７.８％２６.８％３４.７％稚内市１４

４９.０％０.０％７.８％１.０％０.０％８.８％０.０％４０.２％４０.２％枝幸町１５

４５.８％０.０％０.８％０.９％０.０％１.６％８.８％３５.３％４４.１％池田町１６

６９.３％１２.８％０.０％０.０％０.０％１２.８％８.６％４７.９％５６.４％鹿部町１７

６２.６％０.０％０.３％０.８％０.７％１.８％１０.３％５０.５％６０.８％鹿追町１８

１７.２％０.０％０.０％０.７％０.６％１.３％０.１％１５.８％１５.９％夕張市１９

６５.２％０.０％２.５％１.６％０.０％４.１％１１.４％４９.７％６１.１％寿都町２０

４２.７％０.０％０.０％０.９％０.０％０.９％１.１％４０.７％４１.８％砂川市２１

５２.１％０.０％０.０％０.９％１.８％２.７％７.０％４２.４％４９.４％沼田町２２

５０.６％０.０％４.０％０.９％１.８％６.７％９.３％３４.６％４３.９％豊富町２３

５８.５％０.０％０.１％０.９％０.１％１.１％１７.２％４０.２％５７.４％上ノ国町２４

５３.１％０.０％０.０％０.９％０.０％１.０％８.０％４４.１％５２.１％足寄町２５

３７.６％０.０％０.１％８.９％０.０％９.０％０.２％２８.４％２８.６％赤平市２６

４５.３％０.０％８.０％０.９％０.４％９.３％４.５％３１.４％３５.９％白糠町２７

４７.２％３.２％０.４％０.９％０.０％４.５％１.０％４１.６％４２.７％秩父別町２８

５０.６％０.０％０.１％１.１％０.０％１.３％２.９％４６.５％４９.３％猿払村２９

２８.９％０.０％０.０％０.８％０.０％０.８％０.２％２８.９％２９.１％厚真町３０

６９.５％０.０％４.１％０.８％１.３％６.１％１４.４％４９.０％６３.４％栗山町３１

４９.６％０.０％０.４％１.０％０.１％１.５％１９.３％２８.８％４８.１％北見市３２

４７.２％０.０％０.２％０.８％０.５％１.６％１０.５％３５.１％４５.６％当麻町３３

４３.２％０.３％０.０％１.０％５.４％６.７％９.４％２７.１％３６.５％遠別町３４

５１.４％１２.３％０.０％０.０％０.０％１２.３％６.１％３３.０％３９.１％白老町３５

４４.９％０.０％０.２％１.０％０.２％１.３％６.４％３７.２％４３.６％留寿都村３６

４６.４％０.０％０.０％０.６％０.０％０.６％１４.４％３１.４％４５.８％紋別市３７

０.１％０.０％０.０％０.１％０.０％０.１％０.０％０.０％０.０％札幌市３８

３０.９％０.０％０.４％８.７％０.２％９.３％２.９％１８.７％２１.６％旭川市３９

３８.１％８.３％０.２％０.９％０.０％９.４％６.２％２２.５％２８.７％滝川市４０

出所：総務省「平成２８年度ふるさと納税現況調査（２０１６年６月１４日）」より作成。

�　上士幌町は表１における「その他」が多額となっているが，それについて調査票に具体的な内

容が記載されていない。そこで上士幌町企画財政課に問い合わせたところ，地元の NPO 法人で

ある上士幌町コンシェルジュにふるさと納税について仕入，配送などについて全面的に業務委託

をしていて，そこへの支払が「その他」の大部分を占めているとの回答を得た。このことから送

料に入れるべき経費が「その他」に含まれていることが推察され，他の自治体より過少になり，

直接経費率が過少に推計されていることになる。

�　札幌市の状況については，鈴木・武者・橋本（２０１６）を参照されたい。



第３節　ふるさと納税制度の収支状況

本節では，北海道下の市町村におけるふるさと納税による収支状況についてみることに

する。本稿では，ふるさと納税による収支として以下の３つを考慮した。

収支Ⅰ＝ふるさと納税受入額－ふるさと納税による税収減

収支Ⅱ＝収支Ⅰ＋交付税増収見込み額

収支Ⅲ＝収支Ⅱ－返礼品総経費

収支Ⅰは，各市町村が受け入れたふるさと納税から各市町村住民が他の自治体にふるさ

と納税を行うことによって減少した税収を差し引いたものである。

収支Ⅱは収支Ⅰから次年度の地方交付税増収見込み額を考慮したものである。地方交付

税交付団体の住民が他の自治体にふるさと納税をおこなうことによって発生する税収減の

うち，留保財源比率２５％を除いた額は地方交付税の基準財政収入の減額要素となる�。収

支Ⅱはこのことを考慮している。２０１５年度時点において北海道下で唯一地方交付税が交付

されていない泊村については，収支Ⅰと収支Ⅱは同じ数値となる。収支Ⅲは収支Ⅱから返

礼品の送付にかかる総経費を差し引いたものであり，ふるさと納税による実質的な収支と

みなすことができる。

分析に用いたデータは以下の通りである。ふるさと納税受入額は，総務省「ふるさと納

税に関する現況調査結果」における「各自治体のふるさと納税受入額及び受入件数（平成

２０年度～平成２７年度）」の２０１５年度（平成２７年度）分である。ふるさと納税による税収減

は，総務省「平成２８年度ふるさと納税に関する現況調査（税額控除の実績等）」における

「ふるさと納税に係る寄附金控除額」である�。返礼品総経費は，表２の作成に利用した

データと同じである。

表３は収支Ⅰが赤字となっている自治体（１９団体）の収支Ⅱ，収支Ⅲおよび総経費率を

まとめたものだ。自治体名にアスタリスク（＊）がついているのは過疎地域自立促進特別
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�　なお，実際の補填額は毎年度の予算状況に左右されるが，本稿では単純化のため，基準財政収

入の減少がそのまま交付税の増額につながるものとして試算した。

�　データには，「例年実施している「市町村税課税状況等の調」の調査票をもとに，寄附金税額

控除に係る数値について，事前に調査し，とりまとめたもの。（平成２８年６月１日時点）」と記載

されている。



措置法によって過疎地域に指定されている自治体である�。北海道下の市町村１７９団体のう

ち，１４９団体が過疎自治体である。

表３によると，交付税の増額を考慮した収支Ⅱでみた赤字団体は８団体，収支Ⅲは収支

Ⅱから返礼品送付の経費を差し引くため，赤字団体の収支はさらに拡大するものの，赤字

団体の数は収支Ⅱと同じ８団体となる。収支Ⅰの赤字団体のうち，１１団体が過疎自治体で

ある。収支Ⅲでみても赤字となる過疎自治体は，函館市，石狩市，伊達市，喜茂別町の３

団体となっている。

収支Ⅰの赤字額が も大きいのは札幌市の７億３５５万７,９２７円である。札幌市はふるさと

納税の受入額が１億６１０万１９２円と多額であるが，市民による他地域へのふるさと納税も多

いため赤字となっており，交付税の増収を考慮しても約９,６００万円の赤字となっている。な

お，札幌市は２０１５年時点では返礼品を送付していなかったため，収支ⅡとⅢは同じ値とな

る。すべての収支が赤字になっている団体は８団体存在する。一方で収支Ⅰは赤字である

が， 終的な実質収支と捉える収支Ⅲが黒字になっている団体は１１団体存在する。苫小牧

市はある程度の返礼品を用意しているが，収支はすべてが赤字である。
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表３　収支Ⅰ赤字団体一覧

総経費率収 支 Ⅲ収 支 Ⅱ収 支 Ⅰ
ふるさと納税 

受 入 額

０.１％－９６,３７８,７０７－９８,３１４,３３８－７０３,５５７,９２７１０６,１００,１９２　 札幌市

２.５％４,６８４,８６４５,１０９,５３６－３０,６５７,８５８１７,０３２,０００＊ 函館市

３０.１％－４,３９５,６２１－２,７９６,３２１－２７,１３０,２８３５,３１５,０００　 苫小牧市

９.９％２,３０２,２３５３,０８５,６２６－１１,４３５,４９７７,９２６,０００　 千歳市

７.８％４,８９５,０６１５,６６３,０１１－６,７２３,９５５９,７９２,０００　 室蘭市

５.４％－４９８,３４８－４４３,０４６－４,８５９,１８３１,０２９,０００＊ 石狩市

０.０％－７３,４７２－７３,４７２－３,６２３,８８６１,１１０,０００＊ 伊達市

１０.５％－２７７,０４０－２００,９００－２,９６９,６０１７２２,０００　 北斗市

０.０％－４４６,０６０－４４６,０６０－２,１５９,２３９１２５,０００　 釧路町

１.１％５２２,１００５３７,９７０－２,００３,１２１１,３８５,０００　 中標津町

２.５％１,０４５,８６１１,０８８,６６９－８２０,３２５１,７２５,０００＊ 富良野市

０.０％２７３,３４８２７３,３４８－３４６,６０７４８０,０００＊ 中富良野町

０.０％７２５,１１０７２５,１１０－３３９,５６１１,０８０,０００＊ 共和町

０.０％１１０,２９５１１０,２９５－２４８,８２１２３０,０００＊ 小清水町

０.０％－２４６,７６０－２４６,７６０－２４６,７６００　 泊村

０.０％１１０,０４８１１０,０４８－９９,８０７１８０,０００＊ 岩内町

０.０％１００,４００１００,４００－４８,４００１５０,０００＊ 京極町

０.０％－９,０１２－９,０１２－３６,０４８０＊ 喜茂別町

０.０％２４２,８０２２４２,８０２－３,７９０３２５,０００＊ 標茶町

出所：総務省「平成２８年度ふるさと納税に関する現況調査結果」より作成。（単位：円）

�　石狩市は旧厚田村，旧浜益村の区域が過疎地域に指定されているが，本稿では石狩市を過疎地

域とみなしている。



表４は，総経費率が高い上位３０団体をまとめたものだ。近年になってふるさと納税が大

きく伸びた理由の１つとして返礼品を自治体と国民の間をとりもつサイトが充実したこと

が挙げられる。そこで総経費率が高い自治体がどのようなふるさと納税応援サイトを利用

しているのかについても調査した。本稿ではふるさと納税応援サイトとして有名な「ふる

さとチョイス」，「さとふる」および「楽天」についての利用状況（２０１５年２月時点）を調

べた。

ふるさと納税応援サイトは運営会社によって料金設定が異なっている。ふるさとチョイ

スには，無料プランと有料プランがある。表４のふるさとチョイスの列の○は有料プラン，

△は無料プランを利用していることを示している。有料プランでは，ふるさとチョイス上

ふるさと納税に関する研究（鈴木・橋本）
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表４　総経費率上位３０団体

楽天さとふる
ふるさと
チョイス

総経費率収 支 Ⅲ収 支 Ⅱ収 支 Ⅰ

××○８３％１１,５０３,９９９６７,８８９,５６１６７,６９８,７６３浦幌町

××△７６％１５,４４７,８９６６５,１０１,５６０６４,１５５,２１４雄武町

×○×７３％８,４７０,５４４３２,０２６,６８５３１,３５３,７４０森町

×○×７２％４,４６９,３３７１６,７８４,３３７１６,０１７,３４９江差町

××○６９％４１,６６９,６８７１３７,７０５,３１４１３６,２６０,９６６栗山町

×○○６９％１０３,９６９,２３２３４０,５９０,６８１３３９,９３８,５９３八雲町

××○６９％１１０,６００,２２６３６０,７５９,９６８３６０,６２５,７６６古平町

×○×６９％８３,７７６,６１５２０７,６２２,２２９２０７,３８５,９１７鹿部町

××△６９％１,７４７,０７０６,７０３,１４８５,２６７,４９１斜里町

××○６６％３２,１４３,８８８９４,６５０,３４７９３,９４１,８６５士幌町

××△６６％１０,０６７,０９７３０,２２５,７８４２９,０２１,０３６日高町

××○６５％７０,７８４,０６２２０３,５９９,０６４２０３,３３６,３７６寿都町

××△６４％６,４２１,３２２１７,８９６,３００１７,６９９,２００真狩村

××○６３％３７,６９９,６０９１０２,３４１,００１１０２,３０２,３０１仁木町

××△６３％２２,１８３,７７６６１,６６５,４１３５８,７１１,６２２新ひだか町

××○６３％７７,５２０,５０１２０７,３７４,９４０２０７,０１１,６７５鹿追町

××○６３％３０,４０５,９５９８３,３７１,２１５７９,４７５,１５５芽室町

××○６２％２０６,９２７,７２５５３８,３４９,９０５５３７,５１３,８７７えりも町

××○６１％５,９２０,８８５１５,１９７,１７３１５,１１６,６８９妹背牛町

××○６０％２９,８２２,７５０７４,３３６,２４２７３,７２４,６６５様似町

×××６０％６９８,２６５１,７５４,２６５１,７０７,０５８福島町

××△６０％５,７１２,５３０１４,２０３,１３０１４,０９２,５２１占冠村

××○５８％６９,８７４,９２１１６８,４９７,９７３１６８,１９５,３４４上ノ国町

××○５８％２２,４４５,９７７５４,２６６,６６０５３,７０３,１４１清水町

××○５８％１５３,９３７,０７４３６６,００７,１１１３６４,４０７,３４４浦河町

××○５８％１６２,８１７,９６７３８９,１３４,７４２３８３,０４１,５１０音更町

××△５８％２,３０８,９０８５,５０７,５９７５,３６５,３８７松前町

××△５７％３３,３９８,５０１７７,９９８,０１８７７,３１７,０７０むかわ町

××○５６％２９,０９２,７０６６６,４０９,５８５６８,１５７,３３４長万部町

××○５５％６８８,９５９,３９８１,５３６,１２３,４８２１,５３４,８１５,８２０上士幌町

出所：総務省「平成２８年度ふるさと納税に関する現況調査結果」より作成。（単位：円）



での申し込みフォームやクレジット決済を利用することができる�。

さとふるは，寄附金の受付，寄附金の回収，問い合わせ対応，返礼品の手配と配送を代

行してくれる。寄附金の一部をさとふるに支払うというインセンティブ方式となっている。

さとふるには月額支払いをする必要がないので，自治体としては寄附金が多く集まらな

かった場合には，経費（固定費用）が少なくて済む。

楽天は，基本プランで寄附金の９％を自治体から受け取ることになっている。基本プラ

ンは返礼品の手配と配送まではやってくれない。返礼品の手配と配送まで委託する「おま

かせプラン」だと寄附金の１４～１５％を自治体は楽天に支払うことになっている�。

表４によると，総経費率が も低い値で上士幌町の５５％となっている。 も総経費率が

高い自治体は浦幌町である。浦幌町は総経費率が８３％であるが，その内訳は直接経費率が

８２.１％，間接経費率が０.９％となっていて，返礼品に多くのコストをかけている。しかしこ

れだけの直接経費をかけていても収支Ⅲは黒字になっている。ただし，浦幌町の寄附受入

額は，表２の寄附受入額上位４０団体圏外の第５６位となっている。浦幌町をはじめ，総経費

率上位３０団体において３つの収支が赤字になっている団体はない。返礼品を用意でき，経

費をかけることができる自治体ではふるさと納税の仕組みを利用して収支を黒字にするこ

とができることがわかる。

第４節　ふるさと納税制度の改善策について

以下では，本稿で得られた分析結果を踏まえて，ふるさと納税制度の改善策について考

察する。ふるさと納税制度に関しては，近年返礼品競争の過熱が指摘されている。ただし，

必ずしも返礼割合の高い自治体ほど寄附を集めているわけではない�。

この返礼品競争の過熱とともに，ふるさと納税による税収の流出の影響も大きくなって

きている。２０１３年度を対象におこなった橋本・鈴木（２０１６）では，住民によるふるさと納

税寄附額上位１０市町村でも，横浜市などは多額の寄附金を集めていることと，後年度の交
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�　ふるさとチョイスの有料プランとしては，月額３,７５０円（税別）の「Yahoo! 公金支払い連携お

申込フォーム」を，クレジット決済については，基本料金月額１,５００円（税別）プラス決済された

寄附金額の１％となる「Yahoo! 公金支払い」を利用することになる。

�　楽天を利用している大阪府柏原市の企画調整課への問い合わせによる。

�　全国の寄附金上位の自治体を見ると，２０１５年度の寄附金額が第１位の都城市の直接経費率は，

約７５％と高くなっているものの，第２位の焼津市の直接経費率は約４８％，第５位の備前市は約

４７％とそれほど高いわけではない。焼津市と備前市は，電化製品を含めた多彩な返礼品メニュー

を提供していることで人気を集めている自治体である。



付税が増加することを考慮すると，実質的な損失が生じているのは東京都の港区と渋谷区

だけであった。だが，税制上の優遇措置を拡大した２０１５年度以降は状況が様変わりしてい

る。第３節で見たように，過疎地域を多く抱える北海道下の市町村でも，２０１５年度を対象

に分析してみると，赤字となる市町村が続出している。収支Ⅰでみた赤字団体は１９団体と

なり，交付税の増額を考慮した収支Ⅱでみた赤字団体は８団体，返礼品送付の総経費を差

し引いた収支Ⅱでも８団体となる。収支Ⅰの赤字団体のうち，１１団体が過疎自治体である。

収支Ⅲでみても赤字となる過疎自治体は，函館市，石狩市，伊達市，喜茂別町の３団体と

なっている。このうち喜茂別町は，２０１６年度から返礼品の送付を開始しているため黒字に

転換すると見込まれる。いずれの指標でみても，赤字が 大となるのは札幌市となる。札

幌市でも，２０１６年度から返礼品の送付を開始している。ふるさと納税による税収の流出が

返礼品競争を加速する側面もあるわけだ。

総務省は，ふるさと納税が抱える弊害に対して，これまで返礼品規制に関する２度にわ

たる通知で対応してきた。２０１５年４月の通知では換金性の高いプリペイドカード等，高額

又は返礼割合の高い返礼品，２０１６年４月の通知では商品券など金銭類似性の高いもの，電

気・電子機器，貴金属など資産性の高いものの送付が規制対象に加えられた。だが，返礼

割合についての具体的な明示は行われていなかった。

今回の見直しでは，２０１７年４月より返礼品の返礼割合は３０％以下とするという文言が加

えられた。過去２回の総務省の通知では，家電製品の提供や，高額の返礼品が問題視され

てきた。しかし，同じ家電製品でも，飯山市のように，地元企業による「特産品」として

パソコンの場合と，全国ブランドの商品を町の電気店が提供しているのでは性格が異なる。

幼児教育ソフトや町の PR アプリを提供するという名目でタブレットを提供している自治

体もある。実は，返礼割合が同じ５０％の場合，１００万円の寄附に対する高額な返礼品のケー

スと，１００カ所に１万円ずつ寄附した場合の経済的利得は同じである。細かい内容を問題

視するよりも，今回の通知のように返礼割合は３０％以下とするという基準を打ち出すほう

が望ましい。返礼割合のガイドラインを決めることで，自治体間返礼品競争の過熱が抑制

できれば，自治体が公益活動に使える手取りも増えることになる。

返礼品の規制に加えて，税制上の特例措置も見直すべきだ。ふるさと納税では，高所得

者ならば自己負担２千円で１００万円の寄附も可能だ。単身者の場合，年収２,８８０万円以上の

サラリーマンが返礼割合５０％の自治体に寄附すれば４９.８万円もの経済的利得を受け取るこ

とができる。一方，年収３００万円の単身者のサラリーマンの場合だと自己負担２千円で寄

附が可能な金額は約２.８万円であり，返礼割合５０％だと１.２万円しか経済的利得は発生しな
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い。ふるさと納税は金持ち優遇という問題点もあるわけだ。経済学では，税制上の優遇措

置による税収減を，タックス・エクスペンディチャー：租税支出（隠れた補助金）と呼ん

でいる。かりに，地域振興策として，高所得者に有利な特産品購入のための補助金政策が

提案された場合，どれだけの賛成が得られるだろうか。

実は，認定 NPO 法人へ寄附した場合は，高所得者ほど節税額が多くなるものの， 高

でも寄附金額の半分程度が自己負担となる�。ふるさと納税の場合も，認定 NPO 法人に

対する寄附優遇税制に近づけていくべきだ�。ふるさと納税は，国税である所得税の所得

控除，地方税である個人住民税の基本控除，個人住民税の特例控除の３つから構成されて

いる。所得税の所得控除は，適用される税率（５％から４５％）が高くなるほど節税額が大

きくなる。個人住民税の基本控除は，一律１０％の税額控除，特例控除は，自己負担を２,０００

円とするため，所得税と個人住民税で控除しきれなかった部分を差し引くものだ。高所得

者の優遇をやめるためには，所得税部分も一律４０％の税額控除に改正したうえで，個人住

民税の特例控除については，２,０００円を超える部分に，一定比率をかける方式に変更し，そ

の比率を段階的に引き下げるべきだ。

たとえば，１
　

 万円を寄附した場合だと，控除対象となるのは８,０００円で，所得税部分の還

付は税額控除方式に変更すれば３,２００円（＝８,０００円×０.４），個人住民税の基本控除は８００円

（＝８,０００円×０.１）となる。特例控除は比率を４５％にすると３,６００円（＝８,０００円×０.４５）とな

り，控除の合計額が７,６００円で，自己負担額は２,４００円となる。一方，２万円を寄附した場合

は，控除対象となるのは１万８,０００円で，所得税部分の還付は７,２００円（＝１万８,０００円×

０.４），個人住民税の基本控除は１,８００円（＝１万８,０００円×０.１），特例控除は８,１００円（＝１万

８,０００円×０.４５）となり，控除の合計額が１万７,１００円，自己負担額は２,９００円となる。現行

のふるさと納税では，寄附金額が増加しても，高所得層の場合は自己負担額が不変となる

が，この方式なら寄附金額の増加にともない，自己負担額も増えていく。特例控除部分を

段階的に引き下げる理由は，激変緩和措置が必要だからだ。特例控除部分を全廃するとふ

るさと納税額は激減する可能性が高い。返礼品を提供している地域では，ふるさと納税に

よる特産品の特需が消滅することで，深刻な経済的影響が予想される。

本来，認定 NPO 法人や自治体への寄附金に，税制上の優遇措置が認められている理由

は，たとえ税収が減少したとしても，公益を増進する活動に寄附金が充当されると考えら

第１５巻　第２号
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�　ふるさと納税制度と認定 NPO 法人に対する寄附税制の違いについては，橋本・鈴木（２０１６）

も参照されたい。

�　本稿と同様に寄附金税制の見直しを主張しているものには，土居（２０１４）が存在している。



れているからだ。その意味では，自治体は集めたお金を何に使っているかをあきらかにす

る責任がある。ところが，夕張市など一部の自治体を除けば�，返礼品に使った費用を含

めた形で詳細な活用先をホームページで公表しているところは少ない�。多くの自治体で

は，寄附金メニュー別の積立額の公表にとどまっているのが現状だ�。情報公開を進める

ことが使い途をチェックするための第一歩となる。

２０１６年度から始まった企業版ふるさと納税では，寄附の活用についても厳格に決められ

ており，条件を満たさない場合には特例措置の対象とはならない。具体的には，自治体が

地方創生の取り組みを計画し，内閣府が効果の高い事業と認めた場合のみだ�。

個人版ふるさと納税制度でも寄附受け入れ額や詳細な支出内訳について，ホームページ

上での公表を義務づけるべきだ。２０１５年度に税制上の優遇措置が拡大される前には，城の

保存などを掲げた自治体が多くの寄附を集めていた。返礼品競争でなく，政策メニューの

中身での競争を促進していく必要がある。総務省の通知には強制力はないが，情報公開の

基準に従わない自治体への寄附については，ふるさと納税での特例措置を適用しないこと

も検討すべきだろう。
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�　夕張市の情報公開の内容については，橋本・鈴木・武者（２０１７）を参照されたい。

�　ふるさと納税による寄附金は，一般会計に入り，返礼品の提供も一般会計からおこなわれるた

め，返礼品の提供費用は他の一般会計予算を節約することでおこなっているという説明も不可能

ではないため，返礼品費用を寄附の使い途として明記しないという「言い訳」もできる。しかし，

税収を上回るような寄附金を集めている自治体では，返礼品提供の財源は寄附金に頼らざるをえ

ない。

�　２０１５年度における北海道下の市町村について，ふるさと納税の情報公開の度合いを調べた研究

には，橋本（２０１６）が存在する。

�　企業版ふるさと納税制度の解説は，橋本・鈴木・武者（２０１７）が詳しい。




